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１．開  会 

○事務局（河川調整推進官）： 

それでは、定刻となりましたので、ただいまより第１回幾春別川総合開発事業の関係

地方公共団体からなる検討の場を開催させていただきます。私は、本日司会進行を務め

させていただきます、北海道開発局河川計画課河川調整推進官の石川でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。ここからは座って議事を進行させていただきます。 

 本日の議事に入ります前に、会場の皆様にお願い申し上げます。会場の皆様には、

「幾春別川総合開発事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の公開についてと題し

ましたペーパーを入口のところで配布させていただいております。傍聴あるいは取材に

つきましては、議事進行の妨げにならないよう静粛にしていただきますとともに、携帯

電話につきましては、電源をお切りになるか、マナーモードに設定していただくようお

願い申し上げます。また、議事の円滑な運営を図るため、フラッシュ、照明等を用いた

撮影は冒頭の挨拶までとさせていただきます。また、傍聴席の前方や指定させていただ

いております撮影場所より前での撮影はお控えいただきますようお願い申し上げます。

皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 また、事務局では本検討の場の記録のため、録音及び撮影を行いますことをご了承願

います。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。まず、皆様のお手元に議事次第、出

席者名簿、表裏になっております資料があります。次に、資料１として検討の場規約

（案）でございます。これも表裏になっております。資料２といたしまして今後の検討

の進め方について、資料３、石狩川流域の概要、それから参考資料が１から４までござ

います。以上となりますが、資料の不足などございましたらお申し出ください。 

 続きまして、本日お集まりいただきました出席者の皆様方のご紹介をさせていただき

ます。北海道知事の代理であります北海道土木局長の田中様でございます。札幌市長の

代理であります建設局理事の吉岡様でございます。岩見沢市長の代理であります建設部

長の吉成様でございます。美唄市長の代理であります都市整備部長の山口様でございま

す。江別市長の三好昇様でございます。三笠市長の小林和男様でございます。石狩市長

の田岡克介様でございます。当別町長の代理であります建設水道部長の滝本様でござい

ます。新篠津村村長の代理であります副村長の白木様でございます。 

 検討主体北海道開発局からは、北海道開発局長の高松でございます。同じく建設部長

の佐藤でございます。同じく建設部河川計画課長の鎌田でございます。札幌開発建設部

長の北村でございます。同じく札幌開発建設部次長の宮島でございます。 

 それでは、議事に先立ちまして、北海道開発局長の高松よりご挨拶申し上げます。 

 

２．挨  拶（北海道開発局） 
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○北海道開発局長(高松 泰)： 

本日は年末のお忙しい中、本検討の場にご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 国土交通省では、できるだけダムにたよらない治水への政策転換を進めるという考え

に基づきまして、平成２１年１２月に今後の治水対策のあり方に関する有識者会議とい

うのを設置いたしまして、治水対策のあり方について検討を進めておるところでござい

ます。 

 本年９月に有識者会議により、今後の治水対策のあり方について中間とりまとめとい

うものが取りまとめられましたことを受けまして、幾春別川総合開発事業の新桂沢ダム、

三笠ぽんべつダムにつきまして、国土交通大臣からダム事業の検証に係る検討を行うよ

う指示があったところでございます。 

 検証に係る検討につきましては、科学的な合理性、地域間の利害の衡平性、透明性の

確保を図りながら、なおかつ地域の意向を十分に反映する措置をとりつつ進めることと

されており、予断なく検証を行うこととされております。 

 この大臣指示を受けまして皆様方と調整をさせていただいておりましたが、このたび

具体的な検討を進めるための関係地方公共団体からなる検討の場について、皆様方のご

協力をいただき設置させていただいたところでございます。 

 今後、この検討の場を通じまして、幾春別川総合開発事業の検証に係る検討について

皆様からご意見をいただきながら、相互の立場を理解しつつ検討内容の認識を深め、検

討を進めていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 本日は第１回目でございます。今後の検討の進め方などについて説明させていただき、

皆様からご意見などを頂戴したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．議  事 

○事務局（河川調整推進官）： 

続きまして、これより議事に入りたいと思います。円滑な運営のため、これより先の

フラッシュ、照明等を用いた撮影はお控えくださるようご協力お願い申し上げます。 

 本日の議事についてですが、議事次第にありますように、規約について、今後の検討

の進め方について、流域の概要についてということで予定しております。終了時間は１

１時１５分ごろを予定しておりますので、ご協力お願いいたします。 

 まず、規約についてですけれども、これにつきまして私のほうから資料１を用いまし

て説明したいと思います。画面に資料１がありますけれども、お手元の資料をご覧くだ

さい。 

 幾春別川総合開発事業の関係地方公共団体からなる検討の場規約（案）でございます。 

 名称、第１条「本会は、『幾春別川総合開発事業の関係地方公共団体からなる検討の
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場』（以下『検討の場』という。）と称する」。 

 目的、第２条「検討の場は、検討主体による幾春別川総合開発事業の検証に係る検討

を進めるに当たり、『ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目』（以下

『再評価実施要領細目」という。）に基づき、検討主体と関係地方公共団体において相

互の立場を理解しつつ、検討内容の認識を深めることを目的とする」。 

 検討主体、第３条「検討主体とは、国土交通省北海道開発局をいう。検討主体は、再

評価実施要領細目に基づき、幾春別川総合開発事業の検証に係る検討を行うものであり、

検討の場の設置・運営、検討資料の作成、情報公開、主要な段階でのパブリックコメン

トの実施、学識経験を有する者・関係住民・関係地方公共団体の長・関係利水者からの

意見聴取等を行い、対応方針の原案を作成する」。 

 検討の場、第４条「検討の場は、別紙で構成される」。別紙は、裏でございます。戻

りまして、２「検討主体は、検討の場を招集し議題の提案をするとともに、検討主体の

行う検討内容の説明を行う」。３「検討の場の構成員は、検討の場において検討主体が

示した内容に対する見解を述べる」。４「構成員は、検討の場の開催を検討主体に要請

することができる」。 

 情報公開、第５条「検討の場は、原則として公開する」。２「検討の場は傍聴するこ

とができる。なお、傍聴者は意見を述べることはできない」。３「検討の場に提出した

資料は、会議終了後に公開するものとする。ただし、稀少野生動植物種の生息場所等を

示す資料など、公開することが適切でない資料は、検討の場の構成員の過半数の了解を

得て非公開とすることができる」。 

 事務局、第６条「検討の場の事務局は、国土交通省北海道開発局建設部及び札幌開発

建設部に置く」。２「事務局は、検討の場の運営に関して必要な事務を処理する」。 

 規約の改正、第７条「この規約を改正する必要があると認められるときは、検討の場

で協議する」。 

 その他、第８条「この規約に定めるもののほか、検討の場の運営に関し必要な事項は、

検討の場で協議する」。 

 附則、この規約は、本日ご承認していただけるのであればでございますけれども、

「平成２２年１２月２０日から施行する」ということでございます。 

 ただいまの規約について、何かご意見等はございますでしょうか。 

 

（ありませんという発言あり） 

 

異議等ないようですので、本日付で案を取りまして、これ以降この規約に基づき本検

討の場を運営していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、今後の検討の進め方についてご説明させていただきたいと思います。資
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料２を用いまして説明したいと思います。 

 資料２、１ページ目でございます。個別ダムの検証の進め方等ということでフローが

示されております。これまでの動きでございますけれども、有識者会議が本年９月に中

間とりまとめを公表しております。次に、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実

施要領細目の策定というのが国土交通省で行われまして、次に国土交通大臣が個別ダム

の検証に係る検討を指示しております。ここまで、有識者会議の中間とりまとめ、再評

価実施要領細目、大臣からの指示というものが、参考資料１から３に示しております。

これを受けまして検討主体による個別ダムの検証に係る検討を行うわけですけれども、

赤枠で示しているところが、検討主体の北海道開発局が検討する内容でございます。 

 検討主体による検討を行いまして、検討主体から本省へ検討結果の報告をさせていた

だきます。それにつきまして有識者会議からの意見をいただいて、本省による対応方針

等の決定、こういう大まかな流れになります。 

 検討主体による個別ダムの検証に係る検討の、具体的な検討内容はどういったものか

というものを次に説明させていただきます。まず、検討に先立ちまして、検証対象ダム

事業等の点検ということでございまして、必要に応じて総事業費・堆砂計画・工期や過

去の洪水実績など計画の前提となっているデータ等について詳細に点検を行うというこ

とでございます。これを行いまして、次に目的別の検討を行うということでございます。

目的別には、治水、利水などがございます。それぞれにつきまして検討していくという

ことでございます。ここではまず、洪水調節、治水の面についての例でご説明させてい

ただきます。 

 まず、複数の治水対策案を立案ということで、治水対策案は、河川整備計画において

想定している目標と同程度の目標を達成することを基本として立案していきます。複数

の治水対策案を立案します。各治水対策案は、河川を中心とした対策に加えて流域を中

心とした対策を含めて幅広く検討することが重要であり、様々な方策、後ほど説明いた

しますが、別紙１を組み合わせて立案するということでございます。 

 治水対策案が多い場合は、概略評価により２から５案程度に治水対策案を抽出してい

きます。 

 それにつきまして治水対策案を評価軸ごとに評価していくということでございます。

治水対策案を環境への影響などさまざまな評価軸、別紙２で後ほど説明しますけれども、

で評価します。評価に当たっては、現状における施設の整備状況や事業の進捗状況等を

原点として検討を行うということでございます。こういうことを行いまして、目的別の

総合評価、ここですと洪水調節、治水対策についての総合評価を行うということでござ

います。 

 次に、こういった同じような検討を、新規利水の観点からの検討、流水の正常な機能

の維持の観点からの検討を行うということで、こういったそれぞれの目的の検討を行い
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まして、最終的には検証対象ダムの総合的な評価の検討を行うということでございます。

最後に、対応方針（案）等の決定ということにつながっていきます。 

 ここまでの検討の進め方ですけれども、検証に係る検討に当たっては、科学的合理性、

地域間の利害の衡平性、透明性の確保を図ることが重要であり、検討主体は、下記の①

②を行った上で③を行う進め方で検討を行うというふうになっております。 

 ①「関係地方公共団体からなる検討の場」を設置し、相互の立場を理解しつつ、検討

内容の認識を深め検討を進める。検討の場は、この場でございます。②検討過程におい

ては、「関係地方公共団体からなる検討の場」を公開するなど情報公開を行うとともに、

主要な段階でパブリックコメントを行う。③学識経験を有する者、関係住民、関係地方

公共団体の長、関係利水者の意見を聴く。最後に、検討主体は、検証の対象となるダム

事業の対応方針の原案を作成し、事業評価監視委員会の意見を聴き、対応方針（案）を

決定するということでございます。 

 こういう検討を進める上で、次の２ページ目でございますが、治水対策の方策という

ことで、別紙１①、その次のページも含めまして、２６の方策が有識者会議の中間とり

まとめには示されております。河川を中心とした対策が２ページ、３ページ目には流域

を中心とした対策。こういった幅広い方策を組み合わせて治水対策案を立案して比較検

討をしていくということになります。 

 ４ページ目でございます。それぞれの治水対策案について、河川や流域の特性に応じ、

４ページの別紙２のような評価軸で評価をするということでございます。安全度のほか

に、コスト、実現性、持続性、柔軟性、地域社会への影響、環境への影響、こういった

評価軸で評価をしていくということでございます。 

 次に、８ページでございます。別紙６ということで、新規利水の観点からの検討がど

のような流れで行われるかをご説明させていただきたいと思います。まず、利水参画者

に対しまして、ダム事業参画継続の意思があるか、開発量として何㎥/s必要か確認させ

ていただきたいと思います。あわせて、代替案が考えられないか検討するよう要請させ

ていただきたいと思います。 

 幾春別川総合開発事業におきましては、上水道と工業用水道の利水参画者であります

桂沢水道企業団及び北海道に対しまして、必要となる資料等の提出について文書により

別途要請させていただきたいと考えております。その要請につきまして検討主体として、

利水参画者の代替案の可能性を、可能な範囲で確認させていただきたいと考えておりま

す。 

 検討主体は、ダム事業者や利水使用許可権者として有している情報に基づき可能な範

囲で代替案を検討していきます。概略検討により、利水対策案を抽出し、利水対策案に

つきまして参画者に提示、意見聴取を行い、代替案を評価軸ごとに検討し、利水対策案

について総合的に検討していくというような、このような流れで検討していきたいと考
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えております。流水の正常な機能の維持の観点の検討におきましても、このフローを参

考に検討を進めて参りたいと考えております。 

 次のページ、別紙７には、利水代替案の１３の方策が示されております。別紙８は、

新規利水の観点からの検討における評価軸ということで、目標、コスト、実現性、持続

性、地域社会への影響、環境への影響、こういった評価軸で評価をしていくということ

でございます。 

 以上のように、今後、幾春別川総合開発事業におきまして、個別ダムの検証をこのよ

うな流れで進めていきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。ただいまの説明でご意見、ご質問等がありましたら、ここ

でお受けしたいと思います。何かございますでしょうか。よろしくお願いします。 

○石狩市長(田岡 克介)： 

利水対策案というのは、それぞれ今計画を持っているのをベースにするのか、時点修

正を当然加えていくのですけれども、時間的な調整は、利水側と検討の場との調整とい

うのは一緒に進むということで考えてよろしいのでしょうか。 

 もっと具体的に言うと、当初考えていたより利水計画が例えば小さくなったりすると

きに、その案がどのぐらい小さくなるか固まっていない段階で、この計画と検討の場の

整合というのは、それぞれ利水者側でしっかり持ってこいということですよね。 

○事務局（河川調整推進官）： 

そういうことになります。現時点で利水者の方々に私どもとしては確認をさせていた

だきたいと考えております。上に示してあるように、開発量として何㎥/s必要なのか。

これまでお話しいただいている部分はあるのですけれども、改めて確認をさせていただ

きたい、そのように考えております。 

○三笠市長(小林 和男)： 

今後の検討の進め方ということでお話がございましたが、私どもダムを抱えている地

元のまちとして、ここに今日お集まりの皆さん方との具体的な話し合いというのですか、

そういうのは一切していないわけです。 

 ということは、私どものまちに降った雨はすべて下流に進んでいくわけでありますか

ら、そういった意味で、関係市町村と議論する場といいますか、そういうことを考えて

いるのか。もし考えていないのだとすれば、それはそれぞれの関係自治体で話し合いを

してくださいというものなのか、その辺をお聞かせいただきたい。 

 それと同時に、私ども今日集まっております自治体の長とのこういった会議は、今後

どのぐらい予定をしているのか。今日は恐らく、１１時１５分ということでありますか

ら、中身についての議論というのはほとんどできないのではないかというふうに思って

おりますので、そういったことについてどのようにお考えになっているのかということ

についてまずお聞きしておきたいと思います。 
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○事務局（河川調整推進官）： 

まず、第１点目ですけれども、自治体の皆様と議論する場というのが、まさしくこの

場だと思っております。今後どれくらいの頻度で行うかという質問とも関係すると思い

ますけれども、今後、多岐にわたる検討を私ども進めていかなければならないと考えて

います。その節目、節目で皆様方に検討内容をご説明させていただいて、その都度ご意

見を伺えたらと思っております。まさしくこの場で関係する自治体の皆様のご意見を伺

いながら検討を進めていきたい、そのように考えております。 

○三笠市長(小林 和男)： 

もう一度。そういった点では、再度確認させていただきますが、そうすると、ここで

議論されることは、それぞれの自治体が、幾春別川総合開発計画で今日まで進めてきた

こと、あるいは今後予想されること、当初予定していたこと、全て自分のまちの立場で

発言して構わないというふうに理解していいのですか。 

○事務局（河川計画課長）： 

小林市長おっしゃられるとおり、各市町村の立場で意見をおっしゃっていただきたい

というふうに思っております。 

○三笠市長(小林 和男)： 

わかりました。 

 最後に、次回の会議に必要な資料の請求といいますか、皆さん方に用意していただき

たいものが私のまちの場合はあるものですから、それらについての私たちの資料提供の

要求というのは可能ですかどうか、それを一つ確認しておきたいと思います。 

○事務局（河川調整推進官）： 

必要な資料におきましては、私ども用意させていただきたいと思いますので、お話し

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○江別市長(三好 昇)： 

幅広くということになるのですけれども、話を進める上では、的を絞った中身の濃い

議論をしなければならないのではないかなと思うのです。できますれば、この幅でこう

いう形の協議を次の回はするということをあらかじめご連絡いただけるような仕組みに

していただければ、私のほうも市にあるいろんなことを見ながら、過去の事例もたくさ

んありますので、それを見ながら発言させていただきたいなと思っております。そのた

めには、あらかじめどういうテーマでやるのかお知らせいただければなと思ってござい

ます。お願いいたします。 

○事務局（河川調整推進官）： 

わかりました。事前にそういった情報提供をさせていただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、他にないようでしたら、次に進めさせていただきたいと思います。ご意見
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を伺うのは、最後にもう一度全体を通して伺いたいと思っております。続きまして、石

狩川流域の概要につきまして、担当よりご説明させていただきます。 

○事務局： 

それでは、お手元の資料３について説明させていただきます。 

 １ページです。流域及び河川の概要について説明いたします。石狩川の流域は、利根

川に次いで全国第２位で、北海道の約６分の１を占めています。幹川流路延長は、信濃

川、利根川に次いで全国３位となっております。また、石狩川には、空知川、夕張川な

ど大きな支川が多数存在しています。資料左のグラフは、全国１０９の一級水系の流域

面積と幹川流路延長を示していますが、幾春別川についても、全国の一級水系に匹敵す

る規模となっています。流域には４６市町村があり、北海道の約２分の１に当たる３０

０万人強の人口が集中し、北海道の社会・経済・文化の中心となっています。 

 続いて、２ページです。石狩川の土地利用の現状について説明します。石狩川流域は、

山林が最も多く約６０％、続いて農地が約３０％、市街地が約３％となっています。市

街地、農地は、主に河川沿川の石狩平野、上川盆地の平地部に形成されています。 

 続いて、３ページです。石狩川流域の変遷について説明します。図は、明治３０年ご

ろから平成１５年ごろの石狩平野下流部の状況です。土地利用が大きく変化し、湿地が

減少し、農地、市街地が拡大しています。流域の人口は明治３０年代から約７倍に増加

し、石狩平野を中心とする下流部の平野では、耕地面積は約７倍、市街地面積は約４３

倍に増大しています。 

 続いて、４ページです。石狩川の水利用の現状です。石狩川水系における国処分の水

利権が３９９件あり、最も多いのはかんがい用水２８４件、最大取水量約８２４㎥/sあ

ります。そのほか、発電用水４２件、水道用水４０件、工業用水１６件などがあります。

このように、石狩川の流水は流域に広く利用され、地域の産業や人々の生活を支えてい

ます。 

 続いて、５ページです。石狩川流域の特徴について説明します。石狩川下流の道央圏

は、北海道の政治・経済・文化の中心となっており、石狩湾新港、新千歳空港は、道央

圏の物流拠点となり、高速道路、国道、鉄道などの主要交通機関が発達し、交通の要衝

となっています。 

 続いて、６ページです。横向きのグラフに水稲収穫量の全国上位５位までを掲載して

います。また、隣の円グラフは、北海道内における石狩川流域の水稲収穫量のシェアを

示しています。これらより、水稲収穫量は全国で北海道が最も多く、また北海道の中で

も石狩、空知、上川中南部の石狩川流域に全体の４分の３が集中しております。石狩川

流域での収穫量で見ても、秋田県と福島県との間程度に匹敵しています。下のグラフに

は、上川農業試験場の食味官能試験の結果を示しています。近年は、ななつぼしやゆめ

ぴりかなどコシヒカリと同等以上の食味の品種も生産されており、道内、道外に広く供
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給されています。 

 続いて、７ページです。こちらは、大豆、小麦、タマネギの収穫量と全国に占める割

合を示しています。北海道は、大豆、小麦、タマネギとも全国第１位の収穫量となって

います。下の円グラフについて石狩川下流域で見ますと、収穫量は大豆、小麦、タマネ

ギでそれぞれ全国の約１１％、１７％、２３％を占めています。このように、石狩川流

域には穀倉地帯が広がり、日本の食料基地として重要な役割を担っております。 

 続いて、８ページです。石狩川下流には、さまざまな観光施設、特産品、イベントの

開催などにより、年間を通じて流域人口の１０倍以上の約４，０００万人の観光客が訪

れます。特に５月から１０月の洪水期とも重なる夏期における入り込み客数が多くなっ

ております。 

 続いて、９ページです。流域の特徴を説明してきましたが、流域の特産等を生かした

近年行われている地域の取り組みを二つほど紹介します。一つは、ワインツーリズムで、

石狩・空知地方にある多数のワイナリーを生かし、ワイナリーめぐりツアーを実施し、

好評を得ています。二つ目は、グリーン・ツーリズムです。流域市町村において、都市

近郊の立地条件を生かし、都市と農村の交流促進と相互理解を図るため、農業体験、フ

ァームイン、修学旅行の受け入れなどの取り組みを行っています。このように、地域資

源を生かした観光交流や地域づくりが進められております。 

 続いて、１０ページです。流域における主な洪水の概要について説明します。古くは、

開拓の進められた明治３１年９月に未曾有の洪水が発生し、死者１１２名、被害家屋１

万８，６００戸、浸水面積１，５００平方キロメートルの大災害をもたらしています。

これがきっかけとなり、石狩川における治水に向けた調査等が始まっております。その

後、明治３７年にも洪水が発生し、この際も甚大な被害をもたらしています。その後も

幾度となく甚大な被害に見舞われております。 

 特に昭和５６年８月上旬洪水では、大雨が流域全体にわたり、札幌、旭川でも３日で

３００ミリに近い降雨が観測され、石狩大橋において観測史上最大の１万１，３３０㎥/

sの洪水流量が発生し、死者２名、被害家屋２万２，５００戸、浸水面積６１４平方キロ

メートルの甚大な被害となっています。近年においても、昭和５６年洪水に比較すると

小さいですが、平成１３年９月に前線と台風により、基準地点石狩大橋において約６，

６００㎥/sの洪水により被害が発生しております。 

 続いて、１１ページです。１０ページで示した主な洪水の被害状況の写真を示してお

ります。 

 続いて、１２ページです。１２ページは、昭和５６年８月上旬の被害状況を示してお

ります。この洪水においては、石狩川中下流部において計画高水位を超過し、石狩川新

篠津築堤、幌向川、大鳳川など合計６０カ所で越水破堤や法面崩壊等の災害が発生し、

流域の各地で甚大な被害となりました。 
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 続いて、１３ページです。石狩川の治水の沿革について説明します。図は、過去の洪

水の実績、計画の変遷、治水事業について年表の形で整理しています。明治３１年、３

７年の洪水を受け、明治４３年、ちょうど今から１００年前より本格的な治水が始まっ

ています。当初の治水対策としては、捷水路や支川のつけかえ、市街地周辺の堤防を中

心とした整備が進められました。戦後においては、堤防の整備、河道掘削工事に加え、

ダム等の洪水調節施設の整備が進められてきました。その後、当時の計画を上回る観測

史上最大の昭和５６年の洪水を受け計画を見直し、堤防の連続化、軟弱地盤に対応した

堤防の整備、遊水地の整備等に取り組んでいます。 

 続いて、１４ページです。１３ページで説明しましたこれまでの治水対策を示してお

りますが、地形や河川特性、地域特性等を踏まえた様々な治水対策を組み合わせ、総合

的に実施しています。 

 続いて、１５ページです。こちらは、現在進めている治水対策のベースとなる石狩川

（下流）河川整備計画の概要です。平成１９年９月に策定し、おおむね３０年間の計画

となっています。洪水対策の目標としては、戦後最大規模の昭和５６年８月上旬降雨に

より発生する洪水を安全に流すこととしております。 

 続いて、１６ページです。図は、これまでに整備済みの堤防等については、青色で記

載しております。先ほどの整備計画に基づき今後実施していくものを赤色で示しており

ます。堤防の部分は川沿いの部分、掘削については川の中のセンターに書いてある線で

ございます。堤防整備については約１３０キロ、河道掘削については約８０キロの区間、

そのほか中流遊水地等がございます。 

 続いて、１８ページになります。ここからは支川幾春別川について説明します。こち

らは、幾春別川周辺地域の土地利用の変遷です。石狩川同様、明治以降、治水事業や農

地開発により土地利用が大きく変化しております。 

 続いて、１９ページです。幾春別川の流水は、かんがい用水５件、水道用水１件、発

電用水２件などとして利用されており、三笠市、岩見沢市、美唄市の生活や空知地域の

農業等を支えています。 

 続いて、２０ページです。幾春別川については、夏場の流水の利用が多く、現在の桂

沢ダムからの補給を行いつつも、かんがい用水の取水制限がたびたび発生しており、昭

和５９年から平成２０年までの２５年間に１２回の取水制限が行われており、近年にお

いても、平成１４年に５４日間、平成１５年、１９年、２０年にも３０日前後の取水制

限が行われています。 

 続いて、２１ページです。幾春別川における主な洪水の概要について説明します。幾

春別川については、昭和３２年、既設の桂沢ダムが完成し、洪水調節効果を発揮しなが

らも、昭和４１年８月、昭和５０年８月洪水など、三笠市街地で洪水氾濫や河岸決壊な

どの被害が発生しております。また、昭和５６年８月上旬洪水では、未曾有の大洪水で、
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石狩川の高い水位の影響を長時間にわたり受けた旧美唄川沿川で広範囲に及ぶ内水被害

が発生しております。 

 続いて、２２ページです。幾春別川の治水事業の沿革について説明します。古くは、

幾春別川と旧美唄川は別々に石狩川に合流していましたが、ここでは現在の幾春別川の

流域として、旧美唄川も含めて沿革を説明します。①で示しておりますが、大正１０年

から１４年に美唄川において上流部を石狩川につけかえております。このとき美唄川の

中下流部を旧美唄川としております。その後、②に示しますが、昭和１６年から３６年

にかけて、幾春別川を幌向川から分離して、石狩川に合流する新水路を整備しています。

次に、③ですが、昭和２６年から３２年には、洪水調節、かんがい用水・水道用水の補

給、発電を目的とした桂沢ダムが建設されています。さらに、④に示します、幾春別川

の岩見沢市街周辺についてショートカットを実施しています。その後、平成３年から１

８年に、旧美唄川を幾春別川に合流させ、石狩川への合流点を下流に移す幾春別川新水

路を整備しています。 

 続いて、２３ページです。幾春別川の河川整備計画の概要について説明します。こち

らは、現在進めている治水計画のベースとなる幾春別川河川整備計画の概要です。こち

らは、平成１８年９月に策定し、おおむね３０年間の計画となっています。洪水対策の

目標は、戦後最大規模の昭和５６年８月上旬降雨により発生する洪水を石狩川の整備と

相まって安全に流すこととしています。 

 続いて、２４ページです。図は、これまでに整備済みの堤防、先ほどの石狩川と同じ

でございます。整備済みを青色で記載し、今後実施することについては赤色で示してお

ります。幾春別川河川整備計画において、堤防整備約３０キロ、河道掘削約１０キロの

区間になっております。 

 続いて、２５ページです。幾春別川河川整備計画においては、河川環境に関して、お

おむね１０年に１回程度起こり得る渇水時においても、利水補給と相まって流水の正常

な機能の維持を確保することがうたわれており、記載の水道用水、工業用水、発電等各

用水の安定供給とあわせて河川水の確保を図ることとしています。 

 続いて、２６ページです。今回の検証の対象となっております幾春別川総合開発事業

の概要について説明します。本事業は、既設の桂沢ダムのかさ上げの新桂沢ダムと支川

奔別川の三笠ぽんべつダムの２ダム１事業です。目的は、洪水調節、流水の正常な機能

の維持、水道、工業用水道、発電です。洪水調節は、新桂沢ダム、三笠ぽんべつダムの

ダム地点において、計画の洪水に対しそれぞれ９割以上をカットするという計画となっ

ております。流水の正常な機能の維持については、下流の既得用水の安定供給と、取水

後においても河川の瀬切れがないように流水を補給するというものです。水道は、桂沢

水道企業団に対し、新桂沢ダム地点において新たに１日最大８，６４０㎥の水道用水の

取水が行えるようにするものです。工業用水道は、北海道に対し新たに１日最大１万２，
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８４０㎥の取水を行えるようにするものです。発電は、新設される新桂沢発電所で最大

出力１万６，８００キロワットの発電を行えるようにするものです。 

 続いて、２７ページです。２ダムの緒元について説明します。新桂沢ダムについては、

既設桂沢ダムの再開発であり、堤頂長約４００メートル強、高さ７５メートルのダムで、

総貯水容量１億４，７３０万㎥となっております。容量の内訳は、図のとおりです。三

笠ぽんべつダムについては、堤頂長１６０メートル、高さ５３メートル、総貯水容量８

６２万㎥のダムを新たに建設します。三笠ぽんべつダムは、洪水調節のみを目的とし、

一定規模の洪水になると調節をしますが、普段は通常の川のような状態となります。 

 続いて、２８ページです。現在の桂沢ダムと新桂沢ダムを比較したものです。新桂沢

ダムについては、既設の桂沢ダムを１１．９メートルかさ上げし、既存の洪水調節容量

を約３．６倍に増量。新規開発分の水道用水、工業用水に加え、流水の正常な機能の維

持として、各用水の安定供給及び渇水時の河川流水の確保のための容量を新たに設ける

計画となっています。 

 続いて、２９ページです。幾春別川総合開発事業の経緯について説明します。昭和３

２年６月に既設の桂沢ダムが完成しております。昭和５６年８月上旬洪水を受けて改定

された石狩川水系工事実施基本計画に基づき、昭和６０年４月に実施計画調査に着手し

ています。その後、平成２年６月に建設事業に着手しています。平成６年１月に環境影

響評価手続を完了、８月に総事業費７００億円、予定工期平成１６年の新桂沢ダム及び

三笠ぽんべつダムの建設に関する基本計画を策定しています。その後、事業評価制度の

導入により、平成１１年に事業再評価を実施しています。また、平成９年の河川法改正

に基づき、平成１６年６月に石狩川河川整備基本方針を、平成１８年に幾春別川総合開

発事業を含む幾春別川河川整備計画を策定しております。その後、工業用水の減量に伴

う容量配分の見直しを行い、平成２０年１１月に総事業費を８３５億円、予定工期を平

成２７年に変更するよう基本計画の改定を行っています。その後、平成２１年に今回の

検証の対象となるダム事業に区分されております。平成２２年８月には事業再評価を実

施し、継続としていますが、本事業の検証結果に応じて事業の進め方について判断する

こととしております。 

 続いて、３０ページです。幾春別川総合開発事業の現状ですけれども、幾春別川総合

開発事業は、総事業費８３５億円で、平成２１年度末で全体の約５０％の進捗となって

おります。新桂沢ダムについては、用地買収、付け替え道路、取水放流設備の整備を行

っています。三笠ぽんべつダムについては、付け替え道路、本体整備に向けて河川を切

りかえる仮排水路トンネルの整備を行い、民有地については１００％取得済み、ダム本

体関連工事については４０％から５０％の進捗となっています。 

 以上で流域の概要について説明を終わります。 

○事務局（河川調整推進官）： 
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ただいま石狩川、幾春別川の流域の概要、それからダム、幾春別川総合開発事業の現

状等説明させていただきました。これも含めまして、あと今後の検討の進め方も含めま

して、全体を通じて皆様方からご意見がございましたら頂戴したいと思います。いかが

でしょうか。三笠市長、お願いいたします。 

○三笠市長(小林 和男)： 

今ほど幾春別川の経過等についてお話しいただきましたが、私ども三笠市は、ダムの

所在地であります。私自身もここでほとんど育ったものですから、過去の水害の洗礼を

受けたといいますか、大変厳しい環境に置かれておりまして、昭和３２年にこのダムが

完成したときには、当時人口約６万近くおったわけですけれども、ちょうちん行列をや

るほど、これで水害が終わったということで、大変市民全体で盛り上がって、感謝した

ところでございます。 

 しかし、その後今日まで大小さまざまな部分がございまして、約７回の水害に見舞わ

れております。その中で特にひどかったのは昭和４１年、昭和５０年、そして５６年の

水害では大変甚大な被害を受け、死者まで出しているという状況であります。その都度、

桂沢にダムができたのになぜだという、そういう市民の思いが実りまして、今回かさ上

げということで、当時の計画では平成１６年に全てが完成する予定でありましたけれど

も、法の改正とか、あるいはいろいろ時代に即応した点検等もございまして今日まで延

びてきたわけでありますから、そういった中で作業がされて、いよいよ半分ぐらいでき

上がった段階で見直しの対象になるということは、極めて地元の者としては、大変遺憾

に思っているところでございます。 

 全国で８４ダムについての見直しがあるわけですけれども、有識者会議の中でも、い

ろいろな今後の対応の仕方の一つとして、かさ上げが有効だというような、コストの面

から考えてもそういった話がございましたが、まさに三笠市は、新しいダムをつくるの

ではなく、今ある現存のダムをかさ上げするという事業自体が一番多いわけでありまし

て、あわせて最大の支流であります奔別川にいわゆる洪水対策用のダムをつくると、こ

ういうことでありますから、地元の者としては、今回見直し対象になったということは

非常に大きな怒りとして感じ取っておりまして、このまま今後進めていけば、最近の集

中的なゲリラ豪雨と言われるような現象が全国各地あるいは世界規模で起きているわけ

でありますから、そういった意味については、きめ細かく各自治体の実態を聴取しても

らわないと、上滑りだけの議論であってはならないと、このように思っておりますので、

ぜひそういった方向で今後の議論を進めていただきたいということをお願いしておきた

いと同時に、上流がこういう被害を受けるということは、当然その水は下流に行くわけ

でありますから、岩見沢以下いわゆる下流の自治体においてそれを上回る被害が起きて

きたということも歴史の上で明らかになっておりますので、そういった意味でも、今後

積極的にそういった部分での資料提供をお願いしておきたいと思っております。 
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 先ほども確認させていただきましたが、資料要求の部分を申し上げてよろしいでしょ

うか。それでは、私のほうから申し上げますが、三笠市の行政面積は約３万ヘクタール

ぐらいございます。そのうち傾斜地が圧倒的に多いわけです。もともと石炭を掘り出す

まちとして形成されたものですから、山合いにあります。私たちの居住地域というのは、

総面積のうちの３．２％しかない。ここに仮に昭和５６年のように３００ミリを超える

雨が降れば、一気にそれらが一番低い幾春別川に集まってくるわけであります。ざっと

計算しただけでも、約１億㎥ぐらい、つまり１億トンの水が幾春別川に１日ないし２日

で集まると、こういう状況でありますから、当然高さにすれば約１メートルに近い水が、

全面積に降ったものが１カ所に集まるということです。 

 しかもそれは、中小堤防を上げるということの不可能さ、それではまちそのものがな

くなってしまうというような状況がありますから、ぜひそういった等高線が入った三笠

の行政区域内の地形図をよろしく用意していただきたいということと、過去、三笠市に

とっては７回の水害がございますが、そこで冠水を受けた地域がどれほどの面積あるの

か、地図上に落としたものをぜひお願いしておきたい。 

 あわせて、中間報告の中には非常に難しい、いわゆる独特の専門用語があります。こ

れは、我々一般の者にとっては理解しがたい言葉が多いわけですので、それらについて

の解説文も、簡易で結構ですから、そういったものを用意していただきたい。そういう

ことをお願いしておきたい。 

 そしてまた、私どものまちでは過去に１２回の取水制限をしました。これによる農業

被害も出ているわけでありまして、こういった部分についてのデータもお願いしておき

たいと思いますし、このダムは多目的ダムでありますので、水力発電を２カ所でやって

おりますが、これを今後、日本のいわゆる温暖化対策の一環として、国としてどんな位

置づけにしてしようとしているのか、クリーンエネルギーの問題についても若干資料を

提出していただきたい。 

 それから、この昭和４１年の水害のときには、桂沢ダムは放水ということはしなかっ

たわけです。それでもあれだけの被害があるわけですけれども、当時の国土交通省の資

料を見ますと、もしあと数時間あの雨が続けば、ダムが崩壊につながっていくというこ

とで放水しなければならないというような記載がありました。そうなれば当然、そうい

う最悪の事態すら予想できたわけですので、その辺の放水の基準、あるいはどういう状

況において放水すべきなのか、そういった過去のデータに基づいて行われたものについ

ての資料も提供していただきたい。その点については、次回の議論の場で参考にさせて

いただきたいと思いますので、ぜひお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○事務局（河川計画課長）： 

わかりました。今ほど要望のありました資料につきまして、私どものほうで取りまと
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めたいと思っていますけれども、取りまとめに当たっては、三笠市を初め各市町村のほ

うにもご協力いただく場面があろうかと思います。そのときにはぜひご協力のほうお願

いしたいと思います。 

○事務局（河川調整推進官）： 

江別市さん、よろしくお願いします。 

○江別市長(三好 昇)： 

江別市でございますけれども、江別市も、石狩川ばかりではなくて、夕張川とちょう

ど千歳川が合流しておりまして、過去にも随分水害があります。市民にとりましても、

水害対策というのは大変な重大関心といいましょうか、そういう状況になってございま

す。上流域での治水対策がしっかりできれば、下流域でも少しは安心できるという形に

なりましょうから、ぜひとも万全の治水対策をお願いしたいと思っています。 

 今ほど小林市長さんのほうからもいろいろ資料の話がありましたけれども、ここ数年

間でゲリラ豪雨、随分ございます。そのゲリラ豪雨の対応といいましょうか、検証した

ものがありましたら、それもいつかの検討する時点で資料を出していただければよろし

いのではなかろうかなと思っています。 

 もう一つは、流木対策です。流木が流れてきて、港湾、海の関係も含めまして地域で

大変な被害がありますけれども、ダムがそういうものをしっかりと守っていただけるよ

うな、そういうデータがあるのかどうか、そんなようなこともできますれば次回検討す

るときに資料をいただければなと思ってございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（河川調整推進官）： 

そのほかございませんでしょうか。 

○石狩市長(田岡克介)： 

スケジュールは決まっているのですか。 

○事務局（河川計画課長）： 

スケジュールのほうは、ここにありますとおり、検討する項目がかなり、幅も広いで

すし、多岐にわたっておりますので、今の段階でいついつまでにということは申し上げ

られる見通しは立っていないのですけれども、もちろん既に基本計画として決まってい

る事業ですので、できるだけ早く検討の作業を進めたい、そういうふうに考えておりま

す。 

○事務局（河川調整推進官）： 

そのほかございませんでしょうか。 

○札幌市建設局理事（吉岡 亨）： 

札幌市でございます。今、小林市長あるいは三好市長からお話あったとおりのことに

尽きるのかなと思いますけれども、下流域の都市としての立場ということで発言させて

いただければと思います。 
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 説明にもありましたように、流域、北海道の６分の１という広い中、札幌市としては、

いわゆる石狩川の流域としての面積は小そうございますけれども、今小林市長のほうか

ら実体験に基づく貴重なお話ありましたけれども、札幌市が今日の発展を見たというの

も、そういった治水の成果によって、大きな被害が過去になかったというようなことも

要因の一つかなと思われますので、開発局初め、あるいは地元の自治体として、そうい

った上流域でのご苦労があってのことだということは、この場をかりまして感謝と敬意

を表する次第でございます。 

 札幌市もそういったことで、石狩川の治水事業は大変重要な事業だと認識していると

ころでございますし、また幾春別川の事業につきましても、今縷々お話ありましたよう

に、治水の観点あるいは利水の観点からも大変重要だという認識はしております。ただ、

この議論、先ほどのお話にもありましたけれども、お金の使われ方あるいは使い方とし

てどうなのか、適当なのかという、全国的な流れの中でこういった検証事業が始まって

いるわけですから、逆に大変いい、市民あるいは流域住民の方への説明のチャンスとと

らえて、大変重要で意義のある事業だというところは論をまたないと思いますので、そ

の代替施策としての施策が成り立つのかどうかというところを、この場で縮こまらず

正々堂々と検証していくことが大切なのかなというふうに思いますので、そういった場

になるよう札幌市も臨んでまいりたいと思いますし、また事務局としてもそういったご

努力をいただければということをお願いして、発言といたします。 

 以上でございます。 

○事務局（河川調整推進官）： 

ありがとうございます。ぜひそのように進めていきたいと思います。 

 そのほかございませんでしょうか。岩見沢市さん、どうでしょうか。 

○岩見沢市建設部長（吉成 潔）： 

岩見沢市でございます。先ほど小林市長がおっしゃったように、ダムの見直しはいい

のですけれども、幾春別川に関しては、既に既存のダムがあるわけです。国は今、財政

的に厳しい中で、いろんな公共物に対して長寿命化ですとかストック活用だとかという

ことをしきりに言われて、我々自治体もそういったことを考えているのですけれども、

そういった観点からいってみても、既存のダムを利活用するということは第一に考える

べきだと思うのです。 

 先ほどの説明の中で、幾春別川水系は１秒間に１，１００㎥ですか、この水をコント

ロールするという計画が立っているのですけれども、これだけの水をコントロールする

のに、もしダムが現状のままだとするとどこかであふれるという、単純な考えですけれ

ども、そういうことになると思うのですけれども、そういった場合、岩見沢市の場合、

幾春別川はまちの中を流れています。 

 仮にダムがこのままということになると、河川断面を大きくするですとか、堤防をつ
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くるだとか、まちの中を流れている幾春別川でそういったことが今後もしあるとなると、

まちを壊すような形になります。既存のインフラ、既にもう整備されていますけれども、

そういったことをまた一からつくり直す、まちをつくり直すということにもなりかねな

い状況になると思うのです。 

 そうなってくると、単なる治水、利水だけではなくて、まちづくりそのものの根幹が

揺らぐというようなことも懸念されるのかなと。今日は初めてということで、細かいい

ろんな資料等はないですけれども、今お聞きした話の中では、そういったことが心配さ

れるなということです。 

○事務局（河川調整推進官）： 

そのほかございませんでしょうか。美唄市さん、どうでしょう。 

○美唄市都市整備部長（山口 隆慶）： 

 特にありません。 

○事務局（河川調整推進官）： 

当別町さん、何かございますか。 

○当別町建設水道部長（滝本 隆志）： 

当別町でございます。先ほどの三笠市さんと同じような形で当別町も、今建設中でご

ざいますけれども、当別ダムを抱えております。昭和５６年の災害でございますけれど

も、当別町も同じくかなりの浸水面積が出まして、農地または酪農に関しては非常に被

害を受けておりまして、うちの町長がよく言うのですが、５６年の大水のときに、牛で

すとか馬ですとか、それが流されていくのを、それぞれ酪農家の方が涙を流しながらい

たと、そういった状況もございますし、死亡も１人発生しております。 

 そういった地元の思いというのが非常に強いわけでございまして、そういった部分の

お金にはかえられない部分がございます。実際に災害を受けると、水は１日で引きます

けれども、実際に農地なんかが冠水いたしますと、何年も復興にかかるということもご

ざいまして、それらの思いもこういうような検討会の中で討議されれば大変ありがたい

かなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○事務局（河川調整推進官）： 

ありがとうございます。 

 では、新篠津村さん、ございますでしょうか。 

○新篠津村村副村長（白木 昭）： 

新篠津村ですが、特にございませんが、私どもも洪水の中で戦って今の歴史があるの

ですけれども、幾春別川の下流の地域ということもあって、この川を生かしていろいろ

まちづくりもやっておりますが、今回この事業の対象になっているダムの関係ですが、

これができたから、全て私ども今後洪水云々にならないのかということにもなりません
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が、特に計画の中であります遊水地計画、私どものすぐ隣、岩見沢、北村という地域、

もともとのなのですが、ここの遊水地計画も、できれば早期解決していただければ、下

流の洪水にもある程度歯どめがかかるのかなと、こんなことを今思っておりますので、

あわせてお願いしたいなと思います。 

○事務局（河川調整推進官）： 

ありがとうございます。 

 そのほかございませんでしょうか。北海道さん、どうでしょうか。 

○北海道土木局長（田中 実）： 

北海道といたしましては、これまでもダムに対する熱い熱意を持たれている方、抜本

的な治水対策を望まれている方、いろんなご意見を伺ってきたところでございます。ま

た、ダムに対していろいろなお考えをお持ちの方のご意見も伺ってきたところでござい

ます。たびたびご意見をお伺いしてきたところなのですけれども、知事も機会あるごと

に、その機会をとらまえて２度ほどご意見を伺ってきたところでございます。 

 いずれにいたしましても幾春別川の総合開発計画というのは、長い年月をかけてここ

まで積み上げてこられたものだと思いますし、治水に対する思い、利水に対する思いは

変わっておられないと思いますので、開発局さんにおかれましては、今回の検討はでき

るだけ早くお進めいただくことと、この事業に対して広く地域の意見をお伺いして対応

方針を決めていただくことをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局（河川計画課長）： 

今ほど、構成員になっていただいています各首長さん、あるいは北海道のほうからご

意見をいただきました。私どもこの幾春別川総合開発事業の検証を進めるには、今日ご

出席いただきました皆さん方のご協力なしには進めることができません。今日も幾つか

厳しいご意見もありましたし、こういった資料をぜひ次回の会合に用意してほしい、そ

ういうご要望もありましたので、今日の会議に限らずといいますか、今後もそのような

ご要望がありましたら、私ども事務局のほうにお寄せいただきたいなというふうに思い

ます。 

 先ほど田岡市長のほうからスケジュールはどうなっているんだというご質問もござい

ましたけれども、私どもも、ダムの基本計画に基づいて実施している事業でございます

が、できるだけ作業を早く進めさせていただきたいというふうに思っております。次回

以降も皆さん方のご出席をいただきながら、ダムの検証作業を行っていきたいと思いま

すので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

４．その他 

○事務局（河川調整推進官）： 

ほかにございませんでしょうか。ないようですので、本日の第１回目の検討の場の議
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事をこれにて終了させていただきたいと思います。 

 ご出席の皆様におかれましては、年末のお忙しい中お集まりいただきまして、大変あ

りがとうございました。また、会場の皆様も、議事の運営にご協力いただきまして、大

変ありがとうございました。 

 本日使用しました資料は、北海道開発局のホームページにて公表させていただきたい

と思います。また、本日の議事録につきましても、皆様方の確認をいただいた後、同じ

く公表させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

５．閉  会 

○事務局（河川調整推進官）： 

それでは、以上をもちまして第１回幾春別川総合開発事業の関係地方公共団体からな

る検討の場を閉会させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございまし

た。 

 


